
■労働安全衛生法に基づく健康診断

労働安全衛生規則に基づく健康診断（特定業務従事者の健康診断）

コース名 料金（税込）

1 特定業務１ 11,550円

コース名 料金（税込）

2 特定業務２ 6,490円

3 特定業務３ 10,725円

4 特定業務４ 10,313円

5 特定業務５ 5,038円

6 特定業務６ 5,478円

7 特定業務７ 9,488円

料金（税込）

2,200円～

350円

（※2）検査項目に胸部X線がある場合の健診結果は、健診の2営業日以降に健診窓口でのお渡しまたは、郵送となります。

　　　　なお、郵送をキャンセルされた場合、郵送料金の返金は致しません(返金不可)ので、予めご了承ください。

健康診断は、コース料金です。ご本人の都合又は医師の判断により実施しない検査がありましても、料金の変更はございません。

対象業務

①多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

③ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

④土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

⑤異常気圧下における業務

⑥さく岩機、鋲（びょう）打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

⑦重量物の取扱い等重激な業務

⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

⑨坑内における業務

⑩深夜業を含む業務

⑪水銀、砒（ひ）素、黄りん、弗（ふつ）化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を

取り扱う業務

⑫鉛、水銀、クロム、砒（ひ）素、黄りん、弗（ふつ）化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、

ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

⑬病原体によって汚染のおそれが著しい業務

⑭その他厚生労働大臣が定める業務

特定業務1の検査項目から、

　胸部X線・血液検査・心電図を除いたもの

文書料 指定の結果票への記入を希望される場合　※１

郵送料 郵送には、1週間～10日程日数を要する場合もございます　※２

（※1）指定の結果記入票がある場合は、検査項目を確認しますので予約時に項目の分かるものを準備してご連絡ください。

　　　　なお、指定の書式や診断書の内容により当センタでは発行できない場合がございますので、予めご了承ください。

特定業務１の検査項目から、

　心電図を除いたもの

特定業務１の検査項目から、

　胸部X線を除いたもの

特定業務1の検査項目から、

　胸部X線・血液検査・心電図・腹囲を除いたもの

特定業務1の検査項目から、

　胸部X線・心電図を除いたもの

項目

検 査 項 目

既往歴・自覚症状・他覚症状の調査、身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力（1,000ヘルツ

および4,000ヘルツの音に係る聴力）、胸部X線検査(直接撮影)、血圧測定、貧血検査（血

色素量、赤血球数）、肝機能検査（AST、ALT、γ-GT）、血中脂質検査（LDL-コレステ

ロール、HDL-コレステロール、血清トリグリセライド）、血糖検査（空腹または随時、

HbA1c） 、尿検査（糖および蛋白）、

心電図検査（安静時12誘導）

省略する項目がある場合は、下記のコースからお選びください。

検 査 項 目

特定業務１の検査項目から、

　血液検査・心電図・腹囲を除いたもの


